
金 沢 市 公 民 館 連 合 会 会 則 

昭和２７年 ５月１５日制定 

昭和２８年 ５月 ７日改正 

昭和４９年 ４月 １日改正 

昭和５７年 ４月 １日改正 

平成 １年 ４月２５日改正 

平成 ４年 ４月２３日改正 

平成 ５年 ４月２６日改正 

平成 ７年 １月１９日改正 

平成 ８年 ４月 １日改正 

平成２０年 ４月２４日改正 

平成２９年 ４月２４日改正 

平成３１年 ３月２０日改正 

 （名 称） 

第１条 本会は、金沢市公民館連合会と称し、位置を金沢市広坂１丁目９番１６号 

（金沢市庁舎広坂分室内）に置く。 

 （組 織） 

第２条 本会は、金沢市中央公民館および金沢市地区公民館（以下「公民館」という） 

をもって組織する。 

 （目 的） 

第３条 本会は、公民館相互の連絡協調を図り、社会教育の振興に寄与することを目的 

とする。 

 （事 業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

（１） 金沢市公民館大会の開催 

（２） 研修会の開催 

（３） 公民館役職員の各種大会等への派遣 

（４） その他必要と認める事項 

 （役 員） 

第５条  本会に、次の役員を置き、任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠

役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （１）会 長             １名 

 （２）副会長             ３名 

 （３）理 事（会長、副会長を含む。）  11名 

 （４）監 事             ３名 

（役員の選出） 

第６条  役員は総会において選出する。 

２ 前項の規定にかかわらず補欠役員を役員に選出するときは、会長が理事会に諮って

これを行うことができる。 

（役員の任務） 

第７条  会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行する。 

３ 理事は、本会の決定に基づき会務を執行する。 

４ 監事は、本会の会計を監査する。 



（顧問および参与） 

第８条 本会に、顧問および参与を置くことができる。 

２ 顧問および参与は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 

（会 議） 

第９条 本会の会議は、次のとおりとし、会長が招集する。 

（１） 総会は、毎年４月に開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催することが 

できる。 

（２） 理事会は、必要のつど開催する。 

２ 会議は、構成員の過半数の出席で成立し、議決は、出席者の過半数による。 

（総 会） 

第１０条 総会は、各公民館の館長をもって構成し、次の掲げる事項を議決する。 

（１） 事業報告および収支決算 

（２） 事業計画および収支予算 

（３） その他重要事項 

２ 総会の議長は、出席者の中から選出する。 

（理事会） 

第１１条 理事会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。 

（１） 総会に付議すべき事項 

（２） 総会において議決した事項の執行に関する事項 

（３） その他重要事項 

２ 理事会の議長は、会長をもって充てる。 

３ 議長は、必要に応じて理事以外の関係者を出席させることができる。 

（事務局） 

第１２条 本会に事務局を設け、次に掲げる職員を置く。 

 （１）事 務 局 長    １名 

 （２）事務局主事    １名 

 （３）事 務 局 員   若干名 

２ 職員は、会長が任命し、または委嘱する。 

（専門委員会） 

第１３条 本会に専門委員会を置くことができる。 

２ 委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 

３ 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により選出する。 

（経 費） 

第１４条 本会の経費は、負担金、補助金その他の収入をもって充てる。 

（会計年度） 

第１５条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（会則の改正） 

第１６条 この会則の改正は、総会の承認を得なければならない。 

   

 附 則 

 この会則は、平成８年４月１日より施行する。 

 この会則は、平成２０年４月２４日から施行し、平成１９年１０月１日から適用する。 

 この会則は、平成２９年５月１５日から施行する。 

 この会則は、平成３１年３月２１日から施行する。 


